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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号

岡
山
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
資
金
融
資
制
度
要
綱
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

令
和
二
年
五
月
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
資
金
融
資
制
度
要
綱

（
目
的
）こ

の
要
綱
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置

第
一
条

法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
の
影
響
を
受
け
、
事
業
経
営
に
お
い
て
必
要
な
資
金
の
調
達

。

に
支
障
を
生
じ
て
い
る
中
小
企
業
者
等
へ
の
資
金
の
融
通
を
円
滑
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
事
業

の
継
続
及
び
経
営
の
安
定
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）こ

の
要
綱
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

第
二
条

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

中
小
企
業
者

中
小
企
業
信
用
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
四
号
。
以
下
「
信

用
保
険
法
」
と
い
う

）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
者
並
び
に
中
小
企
業

。

団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
六
号
に

規
定
す
る
企
業
組
合
を
い
う
。

二

小
規
模
企
業
者

信
用
保
険
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
者
並
び
に
同

項
第
四
号
に
規
定
す
る
企
業
組
合
を
い
う
。

三

組
合

中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
業
協
同

組
合
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
業
協
同
小
組
合
、
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
協
同
組
合
連
合

会
、
同
項
第
七
号
に
規
定
す
る
協
業
組
合
及
び
同
項
第
八
号
に
規
定
す
る
商
工
組
合
、
商
店
街
振

興
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
の
商
店
街
振
興
組
合
、
生
活

衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四

号
）
第
三
条
の
生
活
衛
生
同
業
組
合
、
酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
八
年
法
律
第
七
号
）
第
三
条
の
酒
造
組
合
及
び
酒
販
組
合
並
び
に
内
航
海
運
組
合
法
（
昭
和

三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
三
条
の
内
航
海
運
組
合
を
い
う
。

四

保
証
協
会

岡
山
県
信
用
保
証
協
会
を
い
う
。

五

金
融
機
関

岡
山
県
中
小
企
業
支
援
資
金
融
資
制
度
要
綱
（
平
成
二
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
二
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百
四
十
三
号
）
に
基
づ
き
知
事
が
指
定
す
る
取
扱
金
融
機
関
を
い
う
。

六

経
営
安
定
関
連
保
証

信
用
保
険
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
経
営
安
定
関
連
保
証
を
い
う
。

七

危
機
関
連
保
証

信
用
保
険
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
危
機
関
連
保
証
を
い
い
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
売
上
高
又
は
販
売
数
量
（
建
設
業
に
あ
っ
て
は
、
完
成
工
事
高

又
は
受
注
残
高
。
以
下
「
売
上
高
等
」
と
い
う

）
の
減
少
に
関
し
、
市
町
村
長
か
ら
信
用
保
険

。

法
第
二
条
第
六
項
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。

（
資
金
）

、

（

「

」

第
三
条

こ
の
要
綱
に
定
め
る
資
金
は

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
資
金

以
下

本
資
金

と
い
う

）
と
す
る
。

。

（
期
間
）本

資
金
は
、
令
和
二
年
五
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
保
証
協
会
が
保
証
の

第
四
条

申
込
み
を
受
け
付
け
、
か
つ
、
令
和
三
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
に
実
行
を
受
け
た
融
資
を
対
象
と
す

る
。

（
対
象
者
）

本
資
金
の
対
象
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

第
五
条

一

小
規
模
企
業
者
に
該
当
す
る
個
人
事
業
主
（
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
を
含
む
。
以
下
同
じ

）
で
あ
っ

。

て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
売
上
高
等
の
減
少
に
関
し
、
市
町
村
長
か
ら

信
用
保
険
法
第
二
条
第
五
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
又
は
同
条
第
六
項
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ

い
て
認
定
を
受
け
た
者

（

「

」

。
）

二

中
小
企
業
者
又
は
中
小
企
業
者
を
構
成
員
と
す
る
組
合

以
下

中
小
企
業
者
等

と
い
う

（
小
規
模
企
業
者
に
該
当
す
る
個
人
事
業
主
を
除
く

）
で
あ
っ
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

。

染
症
の
影
響
に
よ
る
売
上
高
等
の
減
少
に
関
し
、
市
町
村
長
か
ら
信
用
保
険
法
第
二
条
第
五
項
第

五
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
者

三

中
小
企
業
者
等
（
小
規
模
企
業
者
に
該
当
す
る
個
人
事
業
主
を
除
く

）
で
あ
っ
て
、
新
型
コ

。

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
売
上
高
等
の
減
少
に
関
し
、
市
町
村
長
か
ら
信
用
保
険
法

第
二
条
第
五
項
第
四
号
又
は
同
条
第
六
項
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
者

（
資
格
）本

資
金
の
融
資
を
受
け
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
者

第
六
条

と
す
る
。

一

県
内
に
主
た
る
事
業
所
を
有
し
、
原
則
と
し
て
一
年
以
上
継
続
し
て
、
保
証
協
会
の
保
証
対
象
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事
業
を
営
ん
で
い
る
こ
と
。

二

県
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

三

手
形
交
換
所
又
は
電
子
記
録
債
権
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
電
子
債
権
記
録
機
関
に
よ
る
取
引
停
止
処
分
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

四

原
則
と
し
て
、
保
証
協
会
（
他
の
信
用
保
証
協
会
を
含
む

）
の
求
償
権
に
対
し
て
弁
済
義
務

。

を
有
し
て
い
な
い
こ
と
。

五

現
に
保
証
協
会
の
保
証
を
受
け
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
保
証
を
受
け
た
融
資
の
償
還
が

適
正
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

六

融
資
を
受
け
る
者
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
役
員
を
含
む

）
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

。

い
こ
と
。

イ

暴
力
団
員
等
（
岡
山
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
七
号
）
第

二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
等
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
に
該
当
す
る
者

。

ロ

暴
力
団
（
岡
山
県
暴
力
団
排
除
条
例
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同

じ

）
又
は
暴
力
団
員
等
の
統
制
下
に
あ
る
者

。

ハ

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

七

保
証
協
会
か
ら
次
の
い
ず
れ
か
の
保
証
を
受
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
信
用
保
険
法
第
三
条
の
三

第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
小
口
保
険
に
係
る
も
の
を
除
く
。

イ

危
機
関
連
保
証

ロ

経
営
安
定
関
連
保
証
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
売
上
高
等
の
減
少
に

関
し
、
市
町
村
長
か
ら
信
用
保
険
法
第
二
条
第
五
項
第
四
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
認
定

を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
以
下
「
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
四
号
保
証
」
と
い
う

）
。

ハ

経
営
安
定
関
連
保
証
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
売
上
高
等
の
減
少
に

関
し
、
市
町
村
長
か
ら
信
用
保
険
法
第
二
条
第
五
項
第
五
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
認
定

を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
以
下
「
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
五
号
保
証
」
と
い
う

）
。

（
融
資
の
条
件
）

融
資
の
条
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
七
条

一

資
金
使
途

経
営
の
維
持
及
び
安
定
の
た
め
に
必
要
な
運
転
資
金
及
び
設
備
資
金
（
土
地
の
取

得
資
金
を
除
く

）
。

二

融
資
限
度
額

三
千
万
円

三

融
資
期
間

十
年
以
内
（
う
ち
据
置
期
間
五
年
以
内
）
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四

償
還
方
法

原
則
と
し
て
月
賦
償
還
と
し
、
融
資
期
間
が
一
年
以
内
の
場
合
は
、
一
括
償
還
を

可
能
と
す
る
。

五

融
資
利
率

融
資
期
間
を
通
じ
て
変
動
し
な
い
も
の
と
し
、
第
五
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除

き
、
基
準
利
率
及
び
県
が
金
融
機
関
に
対
し
て
補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
中
小
企
業
者
等

が
負
担
す
る
利
率
は
、
次
の
と
お
り
と
し
、
同
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
別
に
定
め

る
率
を
超
え
な
い
利
率
と
す
る
。

保
証
の
種
類

基
準
利
率

中
小
企
業
者
等
が
負
担
す
る
利
率

金
融
機
関

融
資
の
実
行
の

三
年
経
過
後
か
ら
融

日
か
ら
三
年
間

資
期
間
満
了
ま
で

危
機
関
連
保

地
方
銀
行
又
は

年
一
・
八
パ

負
担
な
し

知
事
が
別
に
定
め
る

証
又
は
セ
ー

商
工
組
合
中
央

ー
セ
ン
ト

率
を
超
え
な
い
利
率

フ
テ
ィ
ネ
ッ

金
庫

ト
四
号
保
証

信
用
金
庫
又
は

年
一
・
八
六

負
担
な
し

知
事
が
別
に
定
め
る

信
用
組
合

パ
ー
セ
ン
ト

率
を
超
え
な
い
利
率

セ
ー
フ
テ
ィ

地
方
銀
行
又
は

年
二
・
〇
パ

負
担
な
し

知
事
が
別
に
定
め
る

ネ
ッ
ト
五
号

商
工
組
合
中
央

ー
セ
ン
ト

率
を
超
え
な
い
利
率

保
証

金
庫

信
用
金
庫
又
は

年
二
・
〇
六

負
担
な
し

知
事
が
別
に
定
め
る

信
用
組
合

パ
ー
セ
ン
ト

率
を
超
え
な
い
利
率

六

保
証
料

年
〇
・
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
計
算
し
た
額
（
第
九
条
各
号
に
該
当
し
、
同
条
の
規
定

に
よ
り
法
人
の
代
表
者
を
連
帯
保
証
人
と
し
な
い
場
合
は
、
年
一
・
〇
五
パ
ー
セ
ン
ト
。
イ
に
お

い
て
同
じ

）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
分
の
間
、
こ
の
項
に
定
め
る
条
件
を
変
更
し
た
場
合
を
除

。

き
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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イ

第
五
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
当
該
認
定
に
係
る
売
上
高
等
の
減
少
が
十
五
パ
ー
セ
ン

ト
未
満
の
者

年
〇
・
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
計
算
し
た
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額

ロ

第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
イ
以
外
の
者

徴
収
し
な
い
。

七

担
保

無
担
保
（
本
資
金
に
よ
る
借
換
前
の
融
資
に
つ
い
て
設
定
し
た
根
抵
当
権
を
除
く

）
。

八

保
証
人

原
則
と
し
て
法
人
の
代
表
者
以
外
の
者
を
連
帯
保
証
人
と
し
な
い
こ
と
と
し
、
そ
の

他
に
つ
い
て
は
、
金
融
機
関
又
は
保
証
協
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

借
換
に
つ
い
て
は
、
借
換
保
証
制
度
要
綱
（
平
成
一
五
・
一
・
三
〇
中
庁
第
一
号
）
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
危
機
関
連
保
証
又
は
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
四
号
保
証
を
受
け
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
保
証
協
会
の
保
証
を
受
け
た
融
資
を
本
資
金
の

融
資
に
よ
り
借
り
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

責
任
共
有
制
度
（
責
任
共
有
制
度
要
綱
（
平
成
一
八
・
九
・
一
二
中
庁
第
二
号
）
に
基
づ
く
信

用
保
証
制
度
を
い
う

）
の
対
象
と
な
る
保
証
を
受
け
て
令
和
二
年
一
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
四

。

月
三
十
日
ま
で
に
融
資
が
実
行
さ
れ
た
本
資
金
以
外
の
融
資
で
あ
る
場
合

二

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
五
号
保
証
を
受
け
た
本
資
金
の
融
資
で
あ
る
場
合

（
認
定
）

、

、

第
八
条

本
資
金
の
融
資
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

第
六
条
第
七
号
に
掲
げ
る
保
証
の
区
分
に
従
い

あ
ら
か
じ
め
、
信
用
保
険
法
第
二
条
第
五
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
又
は
同
条
第
六
項
に
規
定
す

る
市
町
村
長
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
経
営
者
保
証
免
除
）

第
七
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合

第
九
条

は
、
保
証
料
率
を
年
〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
加
算
し
た
上
で
、
法
人
の
代
表
者
を
連
帯
保
証
人
と
し
な

い
も
の
と
す
る
。

一

直
近
の
事
業
年
度
の
収
支
決
算
書
に
お
い
て
債
務
超
過
の
状
態
に
な
い
こ
と
。

二

当
該
法
人
と
そ
の
代
表
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
産
及
び
経
理
が
明
確
に
区
分
さ
れ
、
こ

れ
ら
の
者
の
間
に
お
い
て
、
社
会
通
念
上
適
切
な
範
囲
を
超
え
た
報
酬
、
賞
与
、
配
当
、
貸
付
等

の
資
金
の
移
動
が
な
い
こ
と
。

（
経
費
の
補
助
）

知
事
は
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
こ
の
制
度
の
運
用
に
必
要
な
経
費
の
全
部
又
は
一
部
を
金
融

第
十
条

機
関
に
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

（
申
込
方
法
）
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本
資
金
の
融
資
は
、
金
融
機
関
が
定
め
る
融
資
申
込
書
又
は
保
証
協
会
が
定
め
る
信
用
保

第
十
一
条

証
申
込
書
に
、
第
八
条
の
認
定
に
係
る
市
町
村
長
の
認
定
書
及
び
金
融
機
関
又
は
保
証
協
会
が
指
示

す
る
書
類
等
を
添
付
し
て
、
金
融
機
関
又
は
保
証
協
会
へ
申
し
込
む
も
の
と
す
る
。

（
遵
守
事
項
）

融
資
を
受
け
た
者
は
、
当
該
資
金
を
融
資
目
的
以
外
の
目
的
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
二
条

（
調
査
）

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
本
資
金
の
融
資
に
つ
い
て
調
査
す
る
こ
と
が

第
十
三
条

で
き
る
。

（
報
告
）

金
融
機
関
又
は
保
証
協
会
は
、
融
資
及
び
回
収
又
は
保
証
の
実
績
に
つ
い
て
別
に
定
め
る

第
十
四
条

様
式
に
よ
り
毎
月
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
そ
の
他
）こ

の
要
綱
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

第
十
五
条附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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